
平成２１年度 特定非営利活動法人長野フットボールクラブ 各クラブ入会説明書 
＜入会(継続)を希望されるみなさまへ＞ 

 特定非営利活動法人長野フットボールクラブが運営する各クラブへの入会について、下記のとおりお知らせいたします。 

 本クラブは、個に応じたレベルでのサッカ－指導を心がけ、サッカー技術の向上とサッカーを通じてのスポーツの楽し

さや素晴らしさを子供たちに教えるべく、また、サッカーが好きな子どもたちにとって、魅力あるクラブとすることを目

標に活動しております。また、学問もおろそかにせず、立派な社会人になることをめざす選手をつくることも念頭に置き

ながら指導をし、生活指導面にも力を入れていこうと考えております。 

 当クラブは、男子中学生のチーム（ジュニアユース）と男子小学生のチーム（ジュニア）および女子のチーム（ガール

ズ）の３チームが活動しております。 

 当クラブの指導者は、指導ライセンスを保有する指導者と他に数名の指導者が所属しており、無償ボランティア(必要経

費のみ支給)と有償ボランティア（必要経費に加え活動に対する謝金の支給）の２種のコーチにて活動いたします。 

 また、当クラブの会費は、必要経費分のみ集めておりますのでご了承いただきますようお願い申し上げます。 

 入会した以上は少しでも長くサッカ－を続けてほしいと思っていますので、別紙のクラブ運営事業要項および下記の覚

書をしっかりお読みになり、入会するようにして下さい。 

 なお、本クラブはお子さんの入会と同時に、保護者の方々には、「保護者会」に入って頂くことになっています。基本的

には子供自身で何でもできるようにする様にしていく方針ですので、試合場所への交通の便が悪い場合などに限って、引

率をなどをはじめとしたいろいろなお手伝いをお願いすることになりますが、そこが学校クラブとは違い子供たちに身近

に接することができるよい点であると理解していただきますようよろしくお願い致します。 

＜サッカーをする上で守っていただきたいこと＞ 

・競技中は、めがねを着用することは大変危険ですので、はずさせるようにお願いします。 

・練習等に通う場合、自転車を使用することは可能ですが、交通ルﾙｰﾙを守り、ご家庭での安全指導をお願いします。 

・練習の見学、試合の応援には積極的にお越し下さい。ただし、活動場所は、公共施設ですので、ゴミ・スイガラなどの

後始末は、各自でお持ち帰り下さい。なお、河内長野市内の小中学校及び府立高校は敷地内全面禁煙です！ 

・当クラブは茶髪は禁止です。当然ピアスも禁止しています。 

・サッカーをしているから勉強ができないというのは、言い訳です。勉強はおろそかにしないでください！ 

＜入会に関する覚え書き＞ 

 長野フットボ－ルクラブは、上記の目的を達成するために、定期練習・試合・合宿などを行っています。その中で、遠

征試合や練習試合で、遠方へ出かけていくこともあります。基本的には現地集合ですが、その際には、保護者会の方々の

話し合いで保護者の方々が自家用車で乗り合わせていく場合や、指導者が引率する場合と、選手たちのみで電車やバスを

利用し、会場へ行くことになります。当然、引率者は万全の注意を払い、お子様を引率するわけですが、交通事故等のト

ラブルに巻き込まれる可能性が絶対ないとはいえません。また、練習や試合中にお子様が、けがをすることも考えられま

す。加えて、お子さまが加害者となりうる場合もあります。保護者会の方々にせよ、指導者にせよ、引率並びに指導等は

ボランティアでやっております。ですから、事故等における責任を全面的に負うわけにいかないのです。言い換えれば、

この点に理解を示して頂かなければ、本クラブに入会して頂くわけには行かないのです。 

 もちろん、事故、けががないように、最大限の注意を払っていくことは、保護者会、指導者とも心がけていきますが、

万が一起こった不慮の事態に関しては、その責任を引率者、指導者に問わないようお願いしたいのです。 

 また、加害者になった場合も、特別の事情がない限り、加入しているスポーツ傷害保険の適用以外は責任を負いかねま

すのでご了承下さい。 

 それと、サッカ－の指導およびクラブの運営に関しては、指導者に全面的に任せて頂きたいと思います。お子さん一人

ひとりが満足できる指導にならない場合もありますが、指導者会議で練習の方法や指導法などを話合い、それをもとに各

指導者が、各チ－ムの実態に合わせた指導をしていますので、ご理解ください。 

 なお、上記について異議を唱えた場合や、反する行為をとられた場合には、退会していただきます。 

 また、クラブ運営事業要項に記載されている各種費用について３ヶ月以上納入がない場合は、活動を停止させていただ

きます。 

 保護者の方々には、練習会場の確保や遠征時の引率など、いろいろな面で協力していただくこととなりますが、よろし

くお願いいたします。 

 どうか、上記の趣旨を理解して頂き、入会申込書に御署名、御捺印ください。 



特定非営利活動法人長野フットボールクラブ クラブ運営事業要項 

１．サッカ－を通じて立派な社会人になるとともに、サッカー技術の向上に寄与することを目的としています。 

２．特定非営利活動法人長野フットボールクラブ（長野ＦＣ）は、次のクラブの運営を行う。 

  ①長野ＦＣジュニアユース（中学生男子部） 

  ②長野ＦＣジュニア（小学生男子部） 

  ③長野ＦＣガールズ（小学生女子部） 

３．長野ＦＣのクラブ員の入会資格は、下記に定める。 

  ●勉強とサッカ－を両立できる選手 ●練習を休まない選手 ●健康で、安全に注意できる選手 ●友達を大切にする選手 

  ①長野ＦＣジュニアユース・・・・・中学１年生以上中学３年生以下の男子 

  ②長野ＦＣジュニア・・・・・・・・小学１年生以上小学６年生以下の男子 

  ③長野ＦＣガールズ・・・・・・・・小学１年生以上小学６年生以下の女子 

  継続手続きは毎年２月末までに行う。 また、クラブ員が入会と同時に、その保護者が保護者会会員となる。 

４．練習場所 ＜ジュニアユース＞月・水曜日 ４～９月は大師総合運動場１０～３月は赤峰市民広場 

                金曜日は長野小学校・三日市小学校・小山田小学校 他に市民総合体育館や高校など 

       ＜ジュニア・ガールズ＞長野小学校運動場 

５．練習日時 ＜ジュニアユース＞定期練習---毎週月・水・金曜日の夕刻 

       ＜ジュニア・ガールズ＞毎週土曜日（学年によって時間は異なる） 

       土曜・日曜・祝祭日は、試合を組んでいきます。 

       ※ただし、夏季や冬季の休みにも試合や練習・遠征を行います。 また、夏休みには合宿を予定しています。 

６．締め切り ＜ジュニアユース＞内部入団（長野FC・小山田SC・三日市FC出身者） Ｈ２０年１２月１３日(土) 

                外部入団（上記以外のチームの出身者）      Ｈ２０年１２月２７日(土) 

       ＜ジュニア・ガールズ＞ 随時受け付けます 

７．定  員 ＜ジュニアユース＞１学年概ね３０名＋ＧＫ（定員になり次第締切る場合もあります。） 

       ＜ジュニア・ガールズ＞定員はありません 

８．入団手続 別紙の『入会申込書』に必要事項を記入し、押印の上、長野総合スポーツクラブのクラブハウスに提出して下さい。 

９．クラブ員は、次の費用を納入しなければならない。 

  ・会 費 下表による(毎月納入) 

  ・入会金 下表による(長野ＦＣ各クラブ入会時のみ納入) 

  ・登録金 下表による(毎年度当初に納入)  

会  費  

  

ジ ュ ニ ア ユ ー ス ・ ・ ・ ・ ・ ６，０００円／月 

ジ ュ ニ ア １ ～ ２ 年 生 ・ ・ ・ ２，０００円／月  

   

 (毎月納入)  

  

ジ ュ ニ ア ３ ～ ４ 年 生 ・ ・ ・ ２，５００円／月 

ジ ュ ニ ア ５ ～ ６ 年 生 ・ ・ ・ ３，０００円／月 

ガ ー ル ズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２，５００円／月  

 入 会 費  

   

  

ジ ュ ニ ア ユ ー ス ・ ・ ・ ・ ・ ８，０００円 

ジ ュ ニ ア ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６，０００円 

ガ ー ル ズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６，０００円  

 登 録 金  

   

   

  

ジ ュ ニ ア ユ ー ス ・ ・ ・ ・ ・ ８，０００円 

ジ ュ ニ ア １ ～ ３ 年 生 ・ ・ ・ １，５００円 

ジ ュ ニ ア ４ ～ ６ 年 生 ・ ・ ・ ４，０００円 

ガ ー ル ズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２，５００円  

           ※すべて口座振替となりますので、入会後その手続きをおこなっていただきます。 

           ※上記費用について３ヶ月以上納入がない場合は、活動を停止させていただきます。 

           ※他に必要な経費として、合宿費や遠征費、被服費などが別途必要です。 

10．長野ＦＣの各クラブをを脱会するものは、クラブの承認を得なければならない。 

11．新規入会生の保護者向説明会  （入会手続きをされた方は出席してください。） 

   日時：４月１１日（土）１４時から 会場：長野小学校体育館 

12．連絡先  クラブハウス 西代町14-1長野小学校敷地内（長野総合ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）電話0721-56-2032 FAX 22-4770 



長野フットボールクラブ保護者会規定 

１．長野ＦＣの事業及び事務の遂行を補助するため保護者の構成により保護者会を設ける。 

また、主に次の業務を行う。 

 ・学年内の連絡 ・グランドの確保 ・積極的な応援 ・その他 

２．保護者会に次の役員をおくことができる。 

①会 長（１名） 

（ジュニアユース）②学年長（各学年１名） ③学年役員（各学年２名程度） 

（ジ ュ ニ ア）②学年長（各学年１名） ③学年役員（各学年２名程度） 

（ガ ー ル ズ）②小学部長（１名）   ②中高部長（１名） 

３．保護者会の役員は次の役務を行う。 

①各保護者会会長は、各保護者会を代表する。 

②学年長は、学年の業務を処理する。 

③学年役員は、学年長とともに、学年の業務を処理する。 

４．役員の任期は、１年間とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５．①会長は、ジュニアユースの保護者から選出する。②・③の次期役員は各学年の保護者の中で選出する。 

６．保護者会へクラブの連絡事項等を円滑に行うため役員連絡会を上記役員及び指導者の構成により設ける。 

７．長野ＦＣにおける慶弔金は、下記の場合で、理事会が必要と認めたときに、法人の会計から支出する。 

○クラブ員、またはその１親等が死亡したとき。 ・１０，０００円の香典 ・樒１対 

○クラブ員が１週間以上入院したとき。     ・５，０００円の見舞金 

○その他、特別な事態が生じたときは、理事長、保護者会会長の協議により決定する。 

８．この規定に定められていない事項で、定めの必要が生じた場合は、保護者会で定め理事長が承認する。 

 

サッカー用品の購入について 

 サッカーには、ボールやシューズ、ユニホーム等の用品が必要ですが、Ｊリーグブームの中年々高価で奇抜な

服装が市場にある関係上、クラブとしての秩序を守り団体生活の中において服装以外で活躍していただくため、

また、移動時のクラブ員の行動を把握しやすくするため、活動時の服装は下記のとおりとなっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 また、下記以外の用品につきましては、自由とさせていただきますが、疑問点は代表に確認して下さい。 

ジュニアユース（中学生男子） 

  入会していただいた後、購入していただくサッカー用品の一覧です。 

  すべてとりまとめて一括購入していただきます。 

  ・ストッキング（白）（青）  (４月)  １，３００円※白・青両方について、最低１足は購入のこと 

  ・短パン（青）        (４月)  ２，９００円 

  ・Ｔシャツ半袖（白）     (４月)  １，２００円※２着購入することをお勧めします。 

       長袖（白）・（青） (４月)  １，５００円※白・青両方購入することをお勧めします。 

  ・エナメルバック       (４月)  ４，０００円 

  ・ジャージ上下＋ハーフパンツ (６月) ２０，７００円 

  ・トライアルコート上下セット (９月) １３，４００円 

ジュニア（小学生男子）・ガールズ（女子） 

  定期練習は全員ユニフォーム着用で行います。行き帰りの服装は、クラブ指定のＴシャツを着用して下さい。 

  ＊①印は、入会時に必要です。 

  ＊②印は、５年生の９月に学年単位でとりまとめて一括購入します。 

  ＊③印は、４年生の９月に学年単位でとりまとめて一括購入します。 

  ・ユニホーム 上着３，５００円 短パン３，０００円 ストッキング１，１００円 ＊① 

  ・Ｔシャツ 長袖１，５００円 半袖１，２００円 ＊① 

  ・エナメルバッグ４，０００円 ＊① ・レガース（すね当て）９００円 ＊① 

  ・ジャージ上下セット １３，０００円 ＊② ・トライアルコート ６，２００円 ＊③ 

＜参考＞背番号貼り替え－－－１，２００円（事務局に申し出てください。） 



保 護 者 の み な さ ま へ 

①競技中は、めがねを着用することは大変危険ですので、はずさせるようにお願いいたします。 

②練習などに通う場合、自転車を使用することは可能ですが、交通ルールを守り、ご家庭での

安全指導をお願いします。 

③サッカーをする上で何等かの身体的・精神的に配慮が必要な場合、その旨を書面（様式不問）

に記入し提出して下さい。（内容守秘） 

④試合の日などには、保護者の方々にお世話など（試合会場への移動など）をしていただきま

す。 

⑤練習の見学、試合の応援には積極的にお越し下さい。 

⑥活動場所は、公共施設ですので、ゴミ・スイガラなどの後始末は、各自でお持ち帰り下さい。 

なお、河内長野市内の小中学校は敷地内全面禁煙です！ 

⑦練習や試合を休むときには、 

小学生は基本的に友達に連絡し、コーチに伝えるようにしてください。また、その日の配布

物もその友達から受け取って下さい。 

中学生は、基本的にホームページに書き込んでください。 

⑧急を要する連絡（雨天中止など）は、電話連絡網にて行いますので、ご協力下さい。（連絡網

は役員様の方で後日作成して配布してください） 

またホームページの連絡板でも連絡しますので、ご協力下さい。 

⑨当クラブは茶髪は禁止です。当然ピアスも禁止しています。 

⑩サッカーをしているから、勉強に集中力がでたという結果になるよう、勉強もおろそかにし

ないよう家庭指導もお願いします。 

⑪持ち物には必ずチーム名と氏名を書いて下さい。 

⑫保険証の写しを、担当指導員に必ずお預け下さい。 

 

・・・長野ＦＣってどんなん？・・・ 

☆チームカラーの青らしく、爽やかで気持ちのいいスポーツマンがいっぱい！ 

☆生涯スポーツとしてサッカー（フットサル）をやり続ける選手がいっぱい！！ 

☆チームとしては大阪トップ１０を目指します！！！ 

・・・長野ＦＣのサッカースタイル・・・ 

全員攻撃・全員守備のトータルフットボールでアグレッシブなサッカーを貫き、観ていて楽し

い、観ていて感動する、観ていて一緒にプレーしたい、そんな長野ＦＣスタイルを目指します。 

・・・チームのルールと約束・・・ 

○あいさつは大きな声で、握手で始まり握手で終わります。 

○練習を簡単に休む選手は試合になかなか出場できません。 

○年間を通してたくさんの試合を組み、全員の試合数を確保していきます。 

○進路についても個々の選手・保護者と指導者が真剣に向き合い取り組んでいきます。 

＜お知らせ＞長野ＦＣのホームページについて 

ホームページアドレス   http://www.naganofc.org/ 

携帯電話でも利用できるサイト 

・長野ＦＣ掲示板     http://6539.teacup.com/nfcsoukantoku/bbs 

・長野ＦＣ試合結果      http://6214.teacup.com/nfc0002/bbs 

・ジュニア・・・・・・・各学年毎に連絡板があります。 

・ガールズ連絡板    http://6534.teacup.com/nfcbw/bbs 

・ジュニアユース連絡板 http://6541.teacup.com/nfcjy/bbs 



特定非営利活動法人長野フットボ－ルクラブ 各クラブ入会申込書 
 

長野フットボ－ルクラブ代表 様 

 

 「入会に関する覚え書き」の趣旨に賛同し、引率中または指導中に起こった事故、けがに関し

て、クラブ、引率者、指導者にその責任を負わせないことにします。 

  また、クラブの運営に協力し、指導者に協力させていただきます。 

 

     【    】新 規 に 

                             入会申し込みします。 

     【    】継続して 

 

平成  年  月  日 

保護者名                ㊞ 

（  ）ジュニアユース(中学生男子) 

（  ）ジ ュ ニ ア(小学生男子)  （入団申し込みする覧に○を付けてください。） 

（  ）ガ ー ル ズ(小学生女子) 

 

小 学・中 学（   ）年生  （学年を記入してください。） 

 

 

選手氏名                 ふりがな                  

 

生年月日 平成  年  月  日生 性別（男・女）電話番号    －(   )－     

 

〒   －     住  所        市                    

 

学 校 名          市立              学校      年生 

 

緊急連絡      －（   ）－      携帯(     )・場所(     ) 

（携帯電話の場合は誰の電話かを、勤務先等の場合は場所の後に記入） 

 

協会登録番号（保有者のみ）              背番号（継続者のみ）      番 

 

 

入 会 日 代  表 事務局長 事務局① 事務局② 備    考 チ

ェ

ッ

ク 

      

 



 

 

 

保護者の皆さまへ 

 

長野フットボールクラブ 

代表  飯 田  聡 

 

緊急を要する事故等の対応について（依頼） 

 

  すでに、ご存知の方も多いかと思いますが、平成１７年４月から「個人情報

保護法」が全面施行となりました。 

 保護法の施行により、各医療機関は、本人や保護者の同意なしに疾病等の内

容や治療状況などの個人情報を提供することができなくなりました。 

 つまり、お子様がサッカーの練習や試合中、ケガ等で病院に運ばれた際、保

護者が病院に同行できれば問題はないですが、何らかの事情で、病院に駆けつ

けることができない場合、下記の同意書がないとお子様のケガの状況や治療内

容を引率者（指導者）が医師より説明を受けられないことになります。 

 そこで、万が一のケガや事故に備え、下記同意書をすみやかに提出していた

だきますようお願いいたします。 

 

同 意 書 

  担当主治医 様 

 

  この度の子どもの事故・疾病等の緊急措置にあたり、主治医の先生が子ど

もの疾病等に関する治療の内容や検査の結果、今後必要な措置等の個人情報

を、必要な範囲で、今回引率をしてきた方に対して提供することについて同

意します。 

平成  年  月  日

 

 選手氏名 

 

 

 生年月日 

 

平成        年        月        日  生 

 

 保護者名 

 

                                    印 

 

 

 

 

 

  

 

 

※この用紙は、サッカー事故等の緊急を要する場合以外、使用いたしません。 

 お子様が、当クラブを卒業、または、退会された場合、廃棄いたします。 


